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2019 年 6 月 13 日 

 

一般社団法人日本アマチュア無線連盟 

会長 髙尾義則 殿 

 

一般社団法人日本アマチュア無線連盟社員有志

（21 名） 

JA1RTS JH1XUP JJ1WTL JL1HHN JH2DFJ 

JL2GBG JN2OFP JO2MLC JA3HBF JA3UWB 

JA3WDL JE3DBS JG3QZN JH3GFA JH3IDV 

JH3IJY JK3IJQ JL3JRY JJ4QKY JR6IKD 

JE8KQR 

（コールサインのエリア・アルファベット順） 

 

社員有志２１名準備書面 

 

 私たち一般社団法人日本アマチュア無線連盟（以下「JARL」といいます。）社

員有志２１名（以下「JARL 社員有志」といいます。）は、JARL 第８回定時社員

総会において、以下のとおり質問する。 

 

 なお、いずれの質問についても、理事の間で見解が分かれているようなので、

理事のいずれかによる一括回答ではなく、個別の回答を求める。仮に議長団が、

理事のいずれかによる一括回答を許すとしたときは、不公正な立場で議事の運

営を行い社員総会議事運営規程第８条に違反したとして、議長団解任の動議を

提出する。 

 

１．質問① 

 

 「理事各位への質問書」（別紙２）のとおりである。 

 

 なお、同質問書は事前に社員有志から各理事に送付されており、すでに複数

の理事が回答を寄せて下さっている（別紙３のとおり）。これらの回答は、髙尾

義則会長、日野岳充専務理事が、「ずさんかつ独善的な団体運営」を行っている

ことを白日の下にさらしている。 
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 まだ回答を公表されていない理事各位におかれては、理事の忠実義務及び社

員総会における理事の説明義務に鑑み、社員総会の場で個別にお答えいただき

たい。 

 

 とくに、髙尾義則会長、日野岳充専務理事ら計 4名の連名による、「社員提案

に対する反対意見について」と題する書面（以下「会長ら反対意見」といいま

す。）の内容を、森田耕司副会長、原恒夫副会長が事前に読み、了承していたの

かについては、回答を強く求める。 

 

２．質問② 

 

 社員有志２１名の以下の意見に対する、個別の理事の見解を明らかにされた

い。 

 

（１）意見 

 

① 第１号議題 「平成３０年度決算の件」に対しては、反対票を投じるべ

きである。 

② 第２号議題 「理事髙尾義則及び理事日野岳充 解任の件」に対しては、

賛成票を投じるべきである。 

 

 すべての社員に対し、以上のとおり議決権を行使することを呼びかけます。 

 

（２）意見の理由（概要） 

 

 私たち社員有志は、第２号議題「理事髙尾義則及び理事日野岳充 解任の件」

を提出し、これに賛同する者です。私たちの社員提案権行使書に記載したその

理由は、主に以下の３点でした。 

 

①ＪＡＲＬ存続の危機 

②見せかけの「会員ファースト」 

③現執行部によるずさんかつ独善的な団体運営 

 

 私たちの社員提案に対し、解任対象とされている会長ら反対意見が、総会招

集通知に同封される形で全社員に配布されました。 
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 社員有志は、髙尾会長と日野岳専務理事が、私たちの社員提案権行使書を読

み、 

 

①ＪＡＲＬの赤字決算を真に解消する方向に舵を切ろう 

②真に会員が望むサービスができているか、検証しよう 

③会員・社員・理事の意見を、もっと率直に聞こう 

 

と、答えてくれることを、わずかではありますが、希望していたのかも知れま

せん。 

 

 しかし、「会長ら反対意見」により、社員有志のかすかな希望は、残念ながら

見事に打ち砕かれました。 

 

 「会長ら反対意見」は、社員有志の目からは、以下のようにしか読むことが

できません。 

 

・平成29年度はマイナス約5600万円だったが、平成30年度決算はマイナス4700

万円だった。 

・「収支をよりゼロに近づける努力を引き続き継続していく」 

・内部留保の取り崩しは、過去は毎年 1億円以上だったが、平成 30 年度は 2800

万円だった。 

・JARL が近未来破綻するようなことはない。 

 

→平成30年度は赤字が少し減ったからいいだろう？赤字をゼロにす

る努力はするが具体的な内容は示せないし、約束もできない。額は

減らしたが今後も内部留保の取り崩しは続けるし、取崩額に歯止め

はかけない。JARL は、「近未来」（いつ？会長・専務理事の任期中？）

には破綻しないと思うが、根拠は示せない。 
 

・社員有志の意見は、今まで培ってきた会員皆様への取り組みはサービスを強

く否定 

・JARL NEWS は組織と会員皆様とをつなぐ大変重要な媒体であり連盟事業の大切

な柱 

・QSL ビューローの迅速転送に努めるように強く要請 

 

→JARL を存続の危機に陥れようが、JARL NEWS はこのまま続けるし、
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QSL ビューローも多少早くしてやったから見直しは一切行わない。収

支均衡なんて考えず、JARL の事業は現状に固執し、このまま続ける。 
 

・この議題(議案)は、具体的合理性並びに正確性に欠けるもの 

・日本アマチュア無線連盟の業務遂行に大きな混乱をきたす 

・対外的にも多大な迷惑を及ぼし、これまで構築してきた多くの信頼関係をも

壊す極めて乱暴な措置 

 

→社員有志の問題提起は具体的に検証しない。今の業務をそのまま

遂行するのが重要だ。対外的にも自分が主役なのだから文句を言う

のは「乱暴」だ。 

 

 私たち社員有志は、会長・専務理事の考えとは異なり、すでに先日の全社員

宛お手紙で示ししたとおり、今後の JARL は、以下のようにあるべきと考えてい

ます。 

 

６月の社員総会にて髙尾会長及び日野岳専務理事が理事から解任された後は、

私たち社員と考え・想いを同じくする理事の方々が中心となり、私たち社員有

志とともに、ＪＡＲＬを立て直す具体的行動を進めていく所存です。 

 

具体的には、社員・会員の皆様の意見を取り入れながら進めて参りますが、例

えば、以下のような事業を推し進めたいと考えています。 

 

・ 否決された決算案を精査し、不正・不当な支出があれば返還を求める等、是

正を図り、修正後の決算案を次回の総会にてご承認いただく。 

・ 予算については、収支均衡を基本として、事業を大幅に見直し、支出項目を

組み替える（補正予算を組む） 

・ ＪＡＲＬの事業活動について会員の皆様の意見をとりいれる「具体的な」仕

組み（パブリックコメント）を創設する。 

・ 理事会を、ＪＡＲＬの問題を議論する真の場として活性化する。 

・ 会員の皆様の知見を委員会等ＪＡＲＬの各種活動に取り入れ、情報開示を進

める。 

 

 すでにその第 1 歩として、種村一郎理事は、髙尾義則会長に代わり、本総会

終了後に開催する臨時理事会を招集しており、「第 8回定時社員総会の結果を受

けた今後の当連盟の運営体制」などについて、議論を開始する準備を整えてい
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ます。 

 

 今後は、実態が不透明な「会員増強組織強化委員会（委員長：髙尾会長）」を

廃止し、「財政検討委員会（仮称）」により不明朗な支出項目の内実を洗い出し、

「事業再生委員会（仮称）」により会員の目線に立った事業の取捨選択・新規事

業の検討を行うなど、具体的な改革を断固として進めていく所存です。 

 

 髙尾義則氏が会長であること、日野岳充氏が専務理事であることは、残念な

がら、これらの改革実行の障害になります。そのような社員有志の思いは、「会

長ら反対意見」を読んで、確信に至りました。 

 

 賢明な社員諸氏におかれましては、何卒、第 1 号議題に対し反対票を、第 2

号議案に賛成票を、それぞれ投じて頂きたくお願いいたします。 

 

（３）意見の理由（詳細） 

 

 「会長ら反対意見」に対する個別の反論として、別紙１に述べます。 

以上 
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（別紙１） 

 

「会長ら反対意見」における問題点の指摘と個別の反論 

 

(1) 「会長ら反対意見」は、会長・専務理事の「個人的な弁明書」である。 

 

「会長ら反対意見」は、JARL の公式文書のような体裁を取っているが、そうで

はなく、会長・専務理事らの「個人的な弁明書」というべきものである。第 44

回理事会では、「理事会としての反対の意思表示をすること」が議論されたもの

の、結論としては、理事会として意見は付加しないことが決定されている。 

 

 複数の理事及び社員有志は、髙尾会長らが、理事らに無断で、あたかも JARL

としての意見であるかのような体裁の反論文書を社員宛の総会招集通知に同封

させたことも、髙尾氏らの「独善的な団体運営」のあらわれであり、極めて重

大な問題であると考えている。 

 

(2) 会長・専務理事の解任と「正当な理由」 

 

「会長ら反対意見」の冒頭にある、「この議題(議案)は、解任の正当な理由(職

務執行上の法令・定款違反行為や心身の故障のため職務執行に支障をきたす等)

には当たらず」との記載は、社員総会が会長・専務理事を解任するには「正当

な理由」が必要であるかのように読めるが、誤りである。法律上、理事を解任

することに「正当な理由」は必要なく、どのような理由をもってしても理事を

解任できる。もっとも、髙尾会長及び日野岳専務理事の解任に「正当な理由」

があることはいうまでもない。 

 

 なお、一般社団・財団法人法には、理事の解任に「正当な理由」がなかった

ときは、解任された理事が受けた「損害」を法人が賠償するとの条文があるが、

会長及び専務理事は、賢明な社員の多数が解任に賛成したときに、それでも「正

当な理由」がないと主張するのだろうか。また、会長は無報酬を標榜しており

損害はないはずである（それとも、解任により失う、何か隠れた「利得」でも

あるのだろうか。）。 

 

(3) 髙尾氏及び日野岳氏の「会長」及び「専務理事」としての資質・品格 

 

 「会長ら反対意見」は、社員有志による誠実な社員提案について、「極めて乱
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会員から好評

延長サービ

程度いたの
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ことは、そ

延長により
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だが、利用の

論を出すべ

題点の洗い
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はプロの歌
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明もない。 

 アマチュア無線の番組名に「ドット・コム」を付けるという見識を疑う。そ

もそも、JARL ウェブサイトのドメイン名は「jarl.org」であるから、JARL ウェ

ブサイトの広報にもなっていない（「jarl.com」は会員向けサイトのドメイン名

である。）。要するに、なんとなく「かっこいい」から付けてみたものと想像さ

れる。アマチュア無線の矜恃はどこにいったのだろうか。 

 全国のアマチュア無線家や、アマチュア無線に興味を持つ方々に対するアプ

ローチの手段としては、聴取時間が限定され、放送後はわざわざファイルをダ

ウンロードしなければ聴取できない「Radio JARL.com」の手法は、利便性があ

まりに低く効果は極めて薄いと思われる。他国のアマチュア無線団体が行って

いるPodcastといった手法を取らず、いちコミュニティラジオでの放送という、

効率の悪い方法をあえて採用した事情・背景についての説明はない。 

 「視覚」と「聴覚」に訴えるというのなら、すでに JARL が保有している YouTube

上のチャンネルの利用の方が効果的であることは、多くの無線系 YouTuber の存

在に照らせば、いうまでもない。 

 番組の内容のうち、各地で行われるイベントを支部長等の主催者が自ら電話

で紹介する部分は興味深いが、その他の部分は、基本的には「会長の個人的な

活動報告」にすぎない。「時間が短い」と連発する割には、会長と広報大使によ

るアマチュア無線にまったく関係のない掛け合い（食べ物の話題など）で、時

間をムダに消費している。 

 2019 年 5 月 5 日と 19 日の番組では、会長が所属する無線クラブ「アウト・ド

ア」による「移動運用セミナー」の宣伝が行われた。実質的には会長主催の私

的なイベントを、「JARL」の名前を冠したラジオ番組で、異例にも 2回にわたっ

て扱った行為は、公私混同も甚だしいといわざるを得ない。 

 また、番組中、「移動運用セミナー」は「JARL の後援をうけている」との会長

発言があった（2019 年 5 月 5 日放送開始後約 10 分ころ）が、「後援」に関する

JARL 内規に照らすと、「(2)経費の負担がない」「(3)個人的利害関係がない」の

要件を満たしていない（移動運用セミナーでは参加者に「施設利用料 520 円」

を負担させている。）し、理事会の決議も経ていないのだから、詐称である（「会

員増強組織強化委員会」は理事会を「補佐」するものにすぎず（定款第 66 条）、

JARL としての意思決定を行う権限を有しない。）。 

 会長らは、「経費はかかっていない」ことを強調するが、会長と広報大使の旅

費・交通費は JARL から支給されているに相違ない。「髙尾会長は、JARL の経費

で自分の宣伝ばっかりやっている。」との声を聞くが、このラジオ番組もその一

端といわざるを得ない。 
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本的な問題

で不公平で
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交渉打ち合

交渉が行わ

望書」を準
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ガラパゴス

Club Log

ていない。 
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システムの

等）に参加

将来的には

たのか、何

、維持費等

大関心事

のある方を

長・専務理

っていると

のかすら疑
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、極めて不

総務省に提

ある。無意
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なかったか

は極めて不十

いわざるを

、複数の理

がら気に入

録にも残し

った。」「理

答になって

えてそれを

述べられて

われない。

か。 

十分で、我

を得ない。 

理事から、「

入らない発

していない

理事が提出

ていない回

を遮った」「

ており、と

 

我が国のアマ

「全くの嘘、

言はさせず

。」「理事が

した議案書

答を行い、

「理事会が予

ても「自由

マチュア無

、参加理事

ず、議題に

が提出した

書について

、提案者が

予定時刻よ

由に発言で

無線家

 

事全員

にもし

た議案

て趣旨

が発言

より早

できる

以上 


